
（85～87条） 規則特別急行料金

第 ７ 節 特別急行料金

（特別急行料金）

第 85 条 第52条の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次

のとおりとする。

乗 車 キ ロ 程 特 別 急 行 料 金

40キロメートルまで 520円

80キロメートルまで 920円

140キロメートルまで 1,340円

180キロメートルまで 1,640円

180キロメートルを超えるもの 1,930円

但し、南大阪線及び吉野線の特別急行列車停車駅相互間で40キロメートルを

超えるものは520円とする。

２ 小児の特別急行料金は、大人特別急行料金を折半し、端数計算した額とす

る。

（団体旅客に対する特別急行料金）

第 86 条 団体旅客に対する特別急行料金は、その実際乗車人員に対するもの

とする。

（貸切旅客に対する特別急行料金）

第 87 条 貸切旅客に対する特別急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当す

るものとする。


